
５　

相
続
税
・
贈
与
税
の
軽
減
・
免
除
（
災

害
減
免
法
）

６　

源
泉
所
得
税
の
徴
収
猶
予
ま
た
は
還
付

（
災
害
減
免
法
）

７　

災
害
等
に
よ
る
消
費
税
簡
易
課
税
制
度

（
不
適
用
）
届
出
に
係
る
特
例
（
消
費
税

法
第
37
条
の
２
）

８　

納
税
証
明
書
の
無
料
発
行
（
国
税
通
則

法
施
行
令
第
42
条
第
４
項
）

　

詳
し
く
は
熊
本
国
税
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（w
w
w
.nta.go.jp/kum

am
oto

ま
た
は 

「
熊

本
国
税
局
」で
検
索
）を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

最
寄
り
の
税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問　

熊
本
東
税
務
署

　
　

☎
３
６
９
-
５
５
６
６

　
　

※
自
動
音
声
案
内
で
「
２
」
を
選
択

自
動
車
税
納
期
変
更
の
お
知
ら
せ

　

県
で
は
、
平
成
28
年
熊
本
地
震
の
影
響
に

伴
い
、
自
動
車
税
の
納
期
を
５
月
か
ら
８
月

に
変
更
し
ま
し
た
。

▼
今
年
度
の
納
税
通
知
書
は
、
８
月
上
旬
に

発
送
予
定
で
す
。

▼
障
が
い
を
持
っ
て
い
る
人
で
、
今
年
度
も

継
続
し
て
減
免
を
受
け
る
人
に
送
ら
れ
る

「
自
動
車
税
減
免
継
続
通
知
書
」
は
、
８

月
上
旬
に
発
送
予
定
で
す
。

▼
平
成
27
年
度
分
の
自
動
車
税
の
納
税
証
明

書
（
継
続
審
査
用
）
は
、
有
効
期
限
を
延

長
し
ま
す
の
で
、平
成
28
年
８
月
30
日（
口

座
振
替
利
用
の
場
合
は
９
月
15
日
）ま
で
、

そ
の
ま
ま
車
検
に
利
用
で
き
ま
す
。

問　

県
央
広
域
本
部
税
務
部

地
震
で
被
害
を
受
け
た
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
に
注
意
！

　

地
震
で
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
が
設
置
さ

れ
た
家
屋
が
倒
壊
し
た
り
、
倒
壊
の
危
険
性

が
生
じ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

太
陽
電
池
パ
ネ
ル
は
、
破
損
し
て
い
て
も

太
陽
光
が
当
た
れ
ば
発
電
す
る
た
め
、
次
の

点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

•
機
器
や
配
線
が
損
傷
し
た
場
合
、
漏
電
の

可
能
性
が
あ
る
た
め
、
購
入
先
の
販
売
・

施
工
業
者
に
連
絡
し
、
適
切
な
処
理
を
依

頼
し
ま
し
ょ
う
。

•
パ
ネ
ル
、接
続
箱
、パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ

ナ
な
ど
の
機
器
は
、
感
電
す
る
恐
れ
が
あ

る
た
め
、
絶
対
に
素
手
で
触
れ
な
い
で
下

さ
い
。

•
地
震
に
よ
る
パ
ネ
ル
や
架
台
の
ね
じ
の
ゆ

る
み
、
変
形
や
破
損
が
あ
っ
た
場
合
、
購

入
先
の
販
売
・
施
工
業
者
等
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
台
風
等
の
強

風
に
よ
り
太
陽
光
パ
ネ
ル
の
飛
散
被
害
が

出
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

※
消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
や
疑
問
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

に
ご
相
談
下
さ
い
。

問　

県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
3
8
3
-
0
9
9
9

老
人
憩
の
家「
眺
世
庵
」の
入
浴
支
援

　

　

被
災
者
を
対
象
に
、
老
人
憩
の
家
「
眺
世

庵
」
の
お
風
呂
が
無
料
開
放
さ
れ
ま
す
。

▼
期
間　

６
月
30
日
木
ま
で

　
　

収
税
第
一
課
、
第
二
課

　
　

☎
3
2
5
-
3
0
0
1

　
　

県
自
動
車
税
事
務
所

　
　

☎
3
6
8
-
4
3
0
0

 
健
康
に
関
す
る
こ
と

食
中
毒
の
注
意
に
つ
い
て

　

気
温
が
徐
々
に
上
昇
し
、
食
中
毒
が
発
生

し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

食
中
毒
を
予

防
す
る
た
め
に
、
以
下
の
取
扱
い
に
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

▼
消
費
期
限
内
に
食
べ
る

•
消
費
期
限
は
、
お
弁
当
や
洋
生
菓
子
な
ど

傷
み
が
早
い
食
品
に
表
示
し
て
あ
り
ま
す

の
で
、
必
ず
消
費
期
限
内
に
食
べ
ま
し
ょ

う
。

•
一
度
開
封
し
た
ら
、
表
示
さ
れ
て
い
る
期

限
よ
り
早
め
に
食
べ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

•
消
費
期
限
切
れ
の
お
に
ぎ
り
、
パ
ン
な
ど

は
も
っ
た
い
な
い
で
す
が
、
食
べ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

•
前
日
の
炊
き
出
し
で
配
布
さ
れ
た
食
品
な

ど
の
食
べ
残
し
は
保
存
せ
ず
廃
棄
し
ま

し
ょ
う
。

▼
食
品
の
温
度
管
理

•
食
品
の
劣
化
や
腐
敗
等
を
防
止
す
る
た

め
、
冷
蔵
庫
や
清
潔
で
日
の
当
た
ら
な
い

涼
し
い
と
こ
ろ
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

•
加
熱
が
必
要
な
食
品
は
、
中
心
部
ま
で

し
っ
か
り
加
熱
し
て
食
べ
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
（
避
難
者
の
状
況
で
変
更
あ
り
）

▼
対
象
者　

•
被
災
し
て
避
難
所
で
生
活
し
て
い
る
人

•
自
宅
の
お
風
呂
が
破
損
し
て
入
れ
な
い
人

▼
持
参
物　

入
浴
品（
タ
オ
ル
、石
鹸
、シ
ャ

ン
プ
ー
な
ど
）

▼
利
用
時
間　

15
時
〜
20
時
30
分

▼
通
常
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料

　

▽
大
人　
　

２
１
０
円

　

▽
中
高
生　

１
６
０
円

　

▽
小
学
生　

１
０
０
円

問　

眺
世
庵

　
　

☎
2
8
2
-
0
8
0
6

基
本
測
量
実
施
の
お
知
ら
せ

　

　

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
で
は
、
こ
の
度

の
熊
本
地
震
を
受
け
、
基
本
測
量
を
実
施
し

ま
す
。
本
町
で
は
、
次
の
と
お
り
測
量
を
実

施
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

▼
期
間　

６
月
20
日
月

　
　
　
　
　
　
　

〜
平
成
29
年
３
月
10
日
金

▼
対
象
地
域　

町
内

▼
作
業
内
容　

三
角
点
改
測
、
高
度
地
域
基

準
点
測
量
、
水
準
測
量

問　

国
土
地
理
院
九
州
地
方
測
量
部
測
量
課　

　
　

☎
０
９
２
-
４
１
１
-
７
８
８
１

　
　

F
A
X
０
９
２
-
４
１
１
-
７
８
８
２

▼
設
置
場
所　

県
庁
農
林
水
産
部

　
　
　
　
　
　

生
産
経
営
局
農
業
技
術
課
内

▼
営
農
相
談
窓
口

　

▽
専
用
電
話　

☎
3
3
3
-
2
8
2
6

　
　
　
　
　
　
　

☎
3
3
3
-
2
8
2
7

　

▽
専
用
ア
ド
レ
ス

　

einousaiken@
pref.kum

am
oto.lg.jp

▼
対
応
内
容　

▽
農
業
分
野
で
の
震
災
後
の
営
農
再
建
に

向
け
た
総
合
的
な
相
談
へ
の
対
応

　

▽
国
・
県
の
支
援
策
の
紹
介　

な
ど

▼
対
応
時
間　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　
　
　
　
　
　
（
平
日
・
土
日
・
祝
祭
日
）

問　

県
農
林
水
産
部
生
産
経
営
局

　
　

☎
3
3
3
-
2
8
2
6

　
　

☎
3
3
3
-
2
8
2
7

 
税
に
関
す
る
こ
と

国
税
の
納
付
期
限
等
に
つ
い
て

　

地
震
災
害
で
国
税
に
つ
い
て
の
申
告
、
申

請
、
請
求
、
納
税
な
ど
を
期
限
ま
で
に
で
き

な
い
と
き
は
、
所
轄
税
務
署
長
へ
申
請
す
る

こ
と
で
、
次
の
よ
う
な
期
限
の
延
長
や
納
税

の
猶
予
な
ど
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

１　

申
告
、
納
付
な
ど
の
期
限
延
長
（
国
税

通
則
法
第
11
条
）

２　

納
税
の
猶
予
（
国
税
通
則
法
第
46
条
）

３　

予
定
納
税
の
減
額
（
災
害
減
免
法
ま
た

は
所
得
税
法
第
１
１
１
条
）

４　

所
得
税
の
軽
減
免
除
等
（
災
害
減
免
法

又
は
所
得
税
法
第
72
条
等
）

消
費
者
向
け
の
支
援

熊
本
地
震
で
被
災
し
た
消
費
者
支

援
の
た
め
の
無
料
法
律
相
談
会

　

県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
と
県
司
法
書
士
会

で
は
、被
災
し
た
消
費
者
を
支
援
す
る
た
め
、

法
律
相
談
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
相
談
に

は
、
面
談
ま
た
は
電
話
で
司
法
書
士
が
対
応

し
ま
す
。

▼
相
談
対
象　

消
費
者
と
事
業
者
間
の
契
約

ト
ラ
ブ
ル
な
ど
に
関
す
る
法
律
相
談

▼
開
催
時
期　

毎
週
火
、
木
（
面
談
、
電
話
）

　
　
　
　
　
　

毎
週
金
（
面
談
の
み
）

　
　
　
　
　
　

毎
週
日
（
電
話
の
み
）

▼
受
付
時
間　

13
時
〜
16
時

▼
開
催
場
所　

県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
県
庁
行
政
棟
新
館
４
階
消
費
生
活
課
内
）

▼
相
談
先　
　

☎
3
8
3
-
0
9
9
9

※
火
、
木
、
金
に
実
施
す
る
面
談
は
事
前
予

約
が
必
要
（
※
予
約
優
先
）

　

地
震
発
生
後
、
県
に
は
様
々
な
相
談
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
契
約
を
す
る
場
合
は
、

慌
て
ず
に
工
事
の
内
容
な
ど
を
確
認
し
、
見

積
書
を
複
数
の
事
業
者
か
ら
取
る
な
ど
慎
重

に
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。
不
明
な
点
が
あ
れ

ば
、
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

問　

県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　

平
日
９
時
〜
20
時

　
　
（
面
談
は
９
時
〜
17
時
）

　
　

土
日
祝
９
時
〜
17
時
（
電
話
の
み
）

　
　

☎
3
8
3
-
0
9
9
9

▼
そ
の
他

　

具
合
が
悪
く
な
っ
た
場
合
は
、
早
め
に
医

師
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

問　

県
健
康
危
機
管
理
課

　
　

☎
3
3
3
-
2
2
4
7

熊
本
地
震
被
災
者
の
た
め
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

　

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
で

は
、
平
成
28
年
熊
本
地
震
に
よ
り
被
災
し
た

住
民
（
事
業
者
、
労
働
者
お
よ
び
そ
の
家
族

な
ど
）
か
ら
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る

相
談
お
よ
び
健
康
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る

た
め
、
下
記
の
相
談
窓
口
を
設
置
し
ま
し
た

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
「
熊
本
地
震
被
災
者
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　

心
の
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
」

☎
0
1
2
0
-
7
8
3
-
7
2
8（
無
料
）

　

▽
受
付
日
時　

平
日
10
時
〜
17
時

　
　
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

　

▽
対
象
者　

被
災
し
た
住
民
（
事
業
者
、

労
働
者
お
よ
び
そ
の
家
族
な
ど
）

▼
「
熊
本
地
震
被
災
者
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　

健
康
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
」

☎
0
1
2
0
-
0
2
1
-
5
0
6（
無
料
）

　

▽
受
付
日
時　

月
、
水
、
金
10
時
〜
17
時

　
　
（
祝
日
を
除
く
）

　

▽
対
象
者　

被
災
し
た
住
民
（
事
業
者
、

労
働
者
お
よ
び
そ
の
家
族
な
ど
）

例年開催しておりました御船があーっぱ祭りは、平成28年熊本地震の被害状況等を
考慮し、中止とさせていただきます。

問　商工観光課　商工観光係　☎２８２－１２２６

御船があーっぱ祭りの開催中止について
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